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こ
の
ペ
ー
ジ
の
記
事
に
関
す
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お
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い
合
わ
せ
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総
務
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消
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災
係
　
蕁
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3
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1
1
2（
直
通
）　
【
佐
賀
支
所
】
地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
１
係
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直
通
）

防
災
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
開
催
！

　
災
害
や
防
災
対
策
に
つ
い
て
一
定
の

知
識
と
技
術
を
持
っ
た
人
材
を
育
成
す

る
こ
と
を
目
的
に
開
催
し
て
い
る
『
防

災
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
』
が
１
月

１５

日
か
ら
全
３
講
座
の
内
容
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
５
年
目
を
迎
え
た
今
年
度
は
、

１６
名
の
方
が
全
過
程
を
修
了
さ
れ
、
地

域
防
災
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
町
の
認
定

を
受
け
ま
し
た
。

　
第
１
講
座
で
は
、
高
知
地
方
気
象
台

の
北
村
さ
ん
ら
を
講
師
に
迎
え
、
自
分

た
ち
の
暮
ら
し
て
い
る
地
域
は
、
ど
ん

な
場
所
で
何
が
起
き
よ
う
と
し
て
い
る

の
か
な
ど
、
南
海
地
震
の
仕
組
み
や
日

頃
起
こ
り
や
す
い
台
風
、
大
雨
と
い
っ

た
風
水
害
な
ど
に
つ
い
て
の
講
義
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
第
２
講
座
は
普
通
救
命
講
習
と
し
て
、

黒
潮
消
防
署
員
よ
り
救
命
に
関
す
る
知

識
と
技
能
を
身
に
付
け
行
動
で
き
る
よ

う
、
心
肺
蘇
生
法
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
操
作
に

つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

　
第
３
講
座
で
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震

災
を
兵
庫
県
淡
路
島
の
淡
路
市
で
実
際

に
体
験
し
、
消
防
団
員
と
し
て
地
域
の

災
害
対
応
に
当
た
ら
れ
た
経
験
を
持
つ

野
島
断
層
保
存
館
副
館
長
の
米
山
正
幸

さ
ん
に
、
当
時
の
様
子
を
ふ
ま
え
、
被

災
し
た
直
後
の
災
害
活
動
や
、
大
き
な

災
害
時
に
は
日
ご
ろ
の
活
動
や
地
域
の

つ
な
が
り
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
と

い
っ
た
今
後
の
備
え
に
つ
い
て
講
話
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
午
後
か
ら
は
、

実
技
講
習
と
し
て
、
日
本
防
災
士
会
高

知
支
部
の
皆
さ
ん
を
講
師
に
、
搬
送
方

法
や
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
、
身
の
回
り
に
あ

る
物
の
便
利
な
利
用
法
な
ど
、
災
害
時

に
地
域
で
役
立
つ
技
術
を
学
び
ま
し
た
。

　
南
海
地
震
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
被
害

が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
一
人
ひ
と
り
の

備
え
が
大
き
な
効
果
を
生
み
、
備
え
る

人
が
増
え
る
こ
と
で
安
心
し
て
暮
ら
せ

る
地
域
社
会
と
な
り
ま
す
。

　
今
回
参
加
さ
れ
な
か
っ
た
皆
さ
ん
も

次
の
機
会
に
は
ぜ
ひ
ご
参
加
い
た
だ
き
、

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
一
緒
に
目

指
し
ま
し
ょ
う
。

交
通
事
故
被
害
者
の
ご
家
庭
を

サ
ポ
ー
ト
し
ま
す

　
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機

構
で
は
、
育
成
資
金
の
貸
付
や
介
護
料

の
支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
育
成
資
金
の
貸
付
は
、
自
動
車
事
故

が
原
因
で
保
護
者
を
亡
く
し
た
り
、
重

度
の
後
遺
障
害
を
残
し
た
り
し
て
、
生

活
困
窮
と
な
っ
た
家
庭
の
児
童
（
中
学

生
以
下
）
に
、
義
務
教
育
終
了
ま
で
の

経
済
的
手
助
け
を
行
う
制
度
で
す
。

　
ま
た
、
介
護
料
は
、
自
動
車
事
故
が

原
因
で
重
度
の
後
遺
障
害
と
な
り
、
介

護
の
必
要
な
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

★
金
額

【
育
成
資
金
貸
付
額
】

・
一
時
金
　
　
　

１５
万
５
０
０
０
円

・
入
学
支
度
金
　
４
万
４
０
０
０
円

・
月
額
　
　
　
　
２
万
円

【
介
護
料
支
給
】

・
重
度
後
遺
障
害
の
程
度
に
よ
っ
て
支

給
額
は
異
な
り
ま
す
。

　（
月
額
　
約
３
万
円
〜

１３
万
円
程
度
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
お
問
い
合
わ
せ
 

　
独
立
行
政
法
人 

自
動
車
事
故
対
策
機
構

蕁
０
８
８
―
８
３
１
―
１
８
１
７

第1講座　災害知識を学ぶ

第2講座　救命技術を学ぶ

第3講座　災害時に役立つ技術を学ぶ


